
政
令
第
三
百
七
十
五
号

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
十
七
条
及
び
第
百
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
基
本
方
針
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

事
業
主
及
び
基
金
は
、
基
本
方
針
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
加
入
者

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
主
及
び
基
金
は
、
基
本
方
針
を
作
成
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
基
本
方
針
に

つ
い
て
、
加
入
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



第
六
十
五
条
の
十
六
中
「
第
四
十
八
条
ま
で
」
の
下
に
「
（
第
四
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

条
の
表
第
四
十
五
条
第
一
項
の
項
中
「
第
三
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
五
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
五
条
第
五
項

前
三
項

第
二
項

第
六
十
五
条
の
十
六
の
表
第
四
十
五
条
第
三
項
の
項
中
「
第
四
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

次
に
掲
げ
る
事
業
主
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
基
金

（
同
令
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
基
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第

一
項
の
基
本
方
針
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第



五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
規
約
型
企
業
年
金
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
約

型
企
業
年
金
を
い
い
、
新
令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
を
実
施
し
て
い
る
事
業
主

二

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
約
の
承
認
又

は
法
第
六
条
第
一
項
の
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
を
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
こ
れ
ら
の
承
認
を
受
け
て
規
約
型
企

業
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
（
前
号
に
掲
げ
る
事
業
主
を
除
く
。
）

三

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
基
金

四

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
基
金
の
設
立
の
認
可
の
申
請
が
あ
り
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
当

該
認
可
を
受
け
て
成
立
す
る
基
金



理

由

確
定
給
付
企
業
年
金
の
適
正
な
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
、
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事

業
主
等
は
、
積
立
金
の
運
用
の
基
本
方
針
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
加
入
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


